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原
子
力
委
員
会
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
条
文

○
原
子
力
委
員
会
設
置
法
（
昭
和
三
十
年
十
二
月
十
九
日
法
律
第
百
八
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
章

所
掌
事
務
及
び
組
織

第
二
章

所
掌
事
務
及
び
組
織

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
二
条

委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
安
全
の
確
保

第
二
条

委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
安
全
の
確
保

の
う
ち
そ
の
実
施
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
企
画

の
う
ち
そ
の
実
施
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
企
画

し
、
審
議
し
、
及
び
決
定
す
る
。

し
、
審
議
し
、
及
び
決
定
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

関
係
行
政
機
関
の
原
子
力
利
用
に
関
す
る
経
費
の
見
積
り

及
び
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

（
削
る
）

四

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
に
関
す
る
規
制
に
関
す
る
こ
と

。

（
削
る
）

五

原
子
力
利
用
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
の
助
成
に
関
す
る

こ
と
。

（
削
る
）

六

原
子
力
利
用
に
関
す
る
研
究
者
及
び
技
術
者
の
養
成
及
び

訓
練
（
大
学
に
お
け
る
教
授
及
び
研
究
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
に
関
す
る
こ
と
。

三

原
子
力
利
用
に
関
す
る
資
料
の
収
集
及
び
調
査
に
関
す
る

七

原
子
力
利
用
に
関
す
る
資
料
の
収
集
、
統
計
の
作
成
及
び

こ
と
。

調
査
に
関
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
原
子
力
利
用
に
関
す
る
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命
令
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
委
員
会
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

重
要
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

そ
の
他
原
子
力
利
用
に
関
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

（
組
織
）

（
組
織
）

第
三
条

委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
委
員
二
人
を
も
つ
て
組
織
す

第
三
条

委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
委
員
四
人
を
も
つ
て
組
織
す

る
。

る
。

２

委
員
の
う
ち
一
人
は
、
非
常
勤
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

委
員
の
う
ち
二
人
は
、
非
常
勤
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
会
議
）

（
会
議
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
一
人
以
上
の
委
員
の
出
席
が
な
け

２

委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
二
人
以
上
の
委
員
の
出
席
が
な
け

れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
長
及
び
委
員
の
う
ち
、

３

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可

二
人
以
上
の
賛
成
を
も
つ
て
こ
れ
を
決
す
る
。

否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。


